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財政学・第11回 1

公共事業

国の予算（2002年度）
公共投資関係費　９兆２５２５億円

公共事業関係費　８兆４２３９億円

一般公共事業　８兆３５１２億円（事業費　１８兆３６８１億円）

災害復旧等　７２７億円

施設費　

地方財政計画（2002年度）
投資的経費　２４兆５９８５億円

国と地方の公共事業

　直轄事業　国が行う事業

　補助事業　地方が国庫補助金等を受けて行う事業

　地方単独事業　地方が国庫補助金等を受けないで行う事業
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補助事業

　国1/2，地方1/2をはじめ，さまざまな補助率
　地方負担も地方債の償還費を地方交付税で手当てすると，実質は国の負担

国庫補助金の問題点

補助金分だけ費用がかからないと錯覚してしまう

同質的なN地域が事業費ｘ円の補助事業（国1/2負担）をおこなう
地域（地方税）の負担　ｘ／２円

国（国税）の負担　ｘ／２Ｎ円

実際の国税の負担は　ｘＮ／２Ｎ円（すべての地域が事業をおこなう）

国庫補助負担金の廃止・縮減（地方分権推進委員会）

（転じて，）統合補助金の拡充

タテ型　「国が個所付けをしない」ことを基本として，具体の事業箇所・内容につ
いて地方公共団体が主体的に定められることを基本的な仕組みとする補助
金

ヨコ型　 「国が個所付けをしない」ことを基本として，一定の政策目的を実現する
ために複数の事業を一体的にかつ主体的に実施することができるような類
型の補助金
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　国の一般公共事業費

事業費（億円）国費（億円）

681446調整費等

6,6963,786森林・水産基盤

15,3059,242農業農村整備

29,78914,575下水道・水道・廃棄物等

34,57114,615住宅・都市環境

13,4605,885港湾・空港・鉄道等

62,38622,253道路整備

20,79312,711治山・治水
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H１４～H１８漁港漁場整備法漁港漁場整備長期計画

H５～H１８土地改良法土地改良長期計画（４次）

H13～H１７住宅建設計画法住宅建設五箇年計画

H９～H１５森林法森林整備事業計画（２次）

H９～H１５治山治水緊急措置法治山事業七箇年計画（９次）

H９~H１５治山治水緊急措置法治水事業七箇年計画（９次）

H１０~H１４なし急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画
（９次）

H８~H１４都市公園等整備緊急措置法都市公園等整備七箇年計画（６次）

H８~H１４交通安全施設等整備事業に関する緊
急措置法

特定交通安全施設等整備事業七箇
年計画（６次）

H８~H１４なし海岸事業七箇年計画（６次）

H８~H１４なし空港整備七箇年計画（７次）

H８~H１４廃棄物処理施設整備緊急措置法廃棄物処理施設整備計画（８次）

H８~H１４下水道整備緊急措置法下水道整備七箇年計画（８次）

H８~H１４港湾整備緊急措置法港湾整備七箇年計画（９次）

H１０~H１４道路整備緊急措置法新道路整備五箇年計画
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高規格幹線道路および都市高速道路　（km）

一般道路

150　指定都市高速道路

221　阪神高速道路

270　首都高速道路

1,000641都市高速道路

230387　一般国道

180164　本州四国連絡道路

11,5206,959　高速自動車国道等

14,0008,017高規格幹線道路

977,764市町村道

128,182都道府県道

53,777一般国道
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道路整備費（2002年度）
総道路整備費 １１兆１５５５億円

国の特定財源 　３兆３８２６億円　（国費は道路特定財源で調達）

地方の特定財源 　２兆２４６９億円

一般財源等 　３兆８０２０億円　（地方は不足分を一般財源で調達）

財投等 　１兆６３４２億円

一般道路事業 　５兆０８５６億円

地方単独事業 　３兆９０００億円

有料道路事業 　２兆１６９８億円
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高速道路の建設方式

建設費を財投より借り入れ，料金収入で償還し終わった後，無料開放

高速道路料金決定の原則

償還主義

建設費・維持管理費等の費用を料金徴収期間内に償還できるよう料金を設定
する。

公正妥当主義

車種間に適切な料金比率を設定するとともに，他の交通機関の運賃，高速道路
の利用効率等を考慮しながら，料金を設定する。

全国料金プール制（1972年に導入）
路線別でなく，全国の高速道路網を一体として料金を設定する。

料金プール制の問題

収益性の高い道路から低い道路へ内部補助がおこなわれる。

いつまでも高速道路が建設され続ける。

建設の意思決定と料金設定を混同しないこと。本来は路線ごとに費用便益分析
で建設の意思決定をおこない，料金プール制で早期に償還すべきである。
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高速道路の路線別収益（2000年度）

０．１４３２北海道横断

０．４０４６中国横断

０．５１５９東海北陸

０．５４８７東北横断

３．５１４９近畿

３．９９１００中央

４．９１６６東関東

６．６１１００東名

営業利益（億円）/km開通率（％）路線
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　本州四国連絡橋公団の財務状況

損益計算書（2000年度）
　料金収入等 　８６９億円

　費用 １６２７億円

管理費　　２１６億円

消費税　　　３２億円

金利等　１３７９億円

　当期損失金 　７５８億円

貸借対照表（2000年度）
　固定負債 　　３兆８４９０億円　（50年で償還）

本州四国連絡橋の費用便益分析

３ルート開通後４０年間の類型額

　便益　８．７兆円

　費用　５．２兆円　便益費用比１．７
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「高速自動車国道の整備のあり方に関する中間報告」（高速自動車国
道の整備のあり方検討委員会，2001年11月）
　民営化案の検討

A（完全民営化）　建設・管理を一体化して民営化（資産・債務を保有し
永久に有料）

B（BOT）　建設・管理を一体化して民営化（資産・債務を保有し，償還終
了後は，管理者である国に移管）

C（BTO)　建設・管理を一体として民営化。道路管理権限，資産・債務の
保有は公的主体が行う。

D（上下分離）　管理を民営化。道路管理権限，建設・資産・債務の保有
は公的主体が行う。

E（民間委託）　料金徴収・関連事業を民営化。維持管理・建設・資産・債
務の保有等は公的主体が行う。

日本道路公団は一体のまま民営化して株式会社とする。

本四公団を統合することについては，慎重な対応を要する。

首都高速・阪神高速はそれぞれ民営化し，その上で必要があれば統合
を検討する。






